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１．設立年月日：昭和３４年１１月２４日
「全国身体障害者更生施設長会」として発足し、平成２年９月５日に現名称に変更

２．活動目的及び主な活動内容：

 当会は、障害者総合支援法の施行前は、旧身体障害者更生施設の長をもって組織され、同法施行
後は、自立訓練（機能訓練、生活訓練）、生活介護等を行う施設等の長をもって組織し活動している。
目的は、相互の連絡と親睦を図り、障害者のリハビリテーション等の業務の向上に寄与することとし、
①障害者のリハビリテーション等に関する調査、研究並びに情報交換、②障害者のリハビリテーショ
ン等に関する研究集会の開催、③その他、本会の目的達成に必要な業務を行うこととしている。
毎年の研究集会の場では、講演やシンポジウム、研究発表の場を通し、自立訓練等で行う支援の在
り方や実際についての研究成果を学び合っている。また、自立訓練（機能訓練）の実態調査や、その
役割についての研究活動、障害者総合福祉事業や厚生労働科学研究に参加しての社会リハビリ
テーションに関する標準的支援プログラムや効果指標の研究を行ってきている。発足から６６年という
歴史のある会である。

【主な活動内容】
・ 全国障害者リハビリテーション研究集会の開催
・ 研修委員会、広報委員会、政策検討委員会による各活動
・ 全国の地域をブロックで分け、ブロック単位での研修、情報共有、親睦等の活動
・ ホームページの開設

３．加盟団体数（又は支部数等）：４５施設（令和８年４月時点）

４．代表： 代表 菊地 尚久

全国障害者自立訓練事業所協議会の概要
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令和９年度障害福祉サービス等報酬改定に関する意見等（概要）

自立訓練事業が必要な利用者に活用されるための体制整備について
自立訓練は、病気や事故などにより身体マヒや高次脳機能障害等が生じ、これまでの生活が難しくなった人、精神障
害等で地域での生活が行いにくくなった人、知的障害により社会生活力を高める必要がある人等のための訓練・支援の
場として大切な事業となっている。また、就労移行支援や就労等に繋ぐための訓練の場としても有効である。
しかし、事業所数が少なく、特に機能訓練が極端に少なく地域格差も顕著なため、サービスを必要とする対象者が等し
くサービスを受けられないという大きな問題がある。
事業所が増えない要因としては、利用者に応じた多様な支援を提供するためのスキルや人材が必要になること、有期
限であるために定員の維持が難しいこと、ＳＩＭが開発されるまでは、利用効果を客観的に示せていなかったこと、支援
内容にもばらつきがあるために事業が適正に認知されていないこと、利用手続きに時間がかかる、介護保険サービスが
優先されてしまう等の要因が挙げられる。

１．ＳＩＭの普及、活用促進
 「社会生活の自立度に関する評価指標（SIM）」が開発され、令和６年度障害福祉サービス等報酬改定において加算
の対象となった。ＳＩＭの活用により利用効果を客観的に示し、支援の質を高めばらつきのある支援内容を方向付けるこ
とが期待でき、報酬上の評価にもつながる。しかし、まだＳＩＭの認知が充分でなく活用が進んでいないため、その普及、
活用促進のために以下のことを提案したい。

（１）研修体系の整備と着実な研修履行の促進（視点１、２、４、５、６）
厚生労働科学研究「障害者に自立訓練をより効果的に提供するための研究」にて進めている研修プログラムの研
究結果を反映し、体系的なＳＩＭ研修の実施、自立訓練事業所の職員が広く受講できる仕組み作り等を行い、SIMの
認知の拡大と活用促進を進めて頂きたい。

（２）加算におけるSIMの位置づけ（視点１、４、５、６）
ＳＩＭの加算取得の前提となっているリハビリテーション加算Ⅱ、個別計画訓練支援加算Ⅱ取得率が低く、SIMの実
施が加算をに反映されにくい状況がある。ＳＩＭの実施が加算に反映されやすい方策を検討頂きたい。

（３）SIMをより効果的に活用するための更なる研究の実施（視点１、４、５、６）
現在、厚生労働科学研究の中で進めている研究成果を踏まえ、SIMで得られた成果が報酬上の評価に反映され、
より支援の質を高められるよう、更なる研究活動に取り組めるようにして頂きたい。
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令和９年度障害福祉サービス等報酬改定に関する意見等（概要）

２．病院から機能訓練を利用する場合の手続きの簡略化
病院を退院するまでに利用手続きが間に合わず、老人保健施設等で待機せざるを得ない場合や、利用に繋がらない
場合等がみられるため、病院から継続して機能訓練を利用する場合にスムーズな利用を図れるようにして頂きたい。

（１）手帳要件の緩和（視点１、２、４、６）
身体障害がある場合に身体障害者手帳の取得が自立訓練の利用要件となっている現状があるため、診断書等の
提出をもって暫定的にサービス利用を開始できる仕組み等、利用開始までのプロセスを迅速化できる方策を検討頂き
たい。

３．自立訓練に参入しやすい環境設定
令和６年度の報酬改定で病院、診療所等が自立訓練（機能訓練）を実施できるようになったものの、事業所の数が広
がっていない。また、高齢者施設が提供する基準該当事業所、共生型事業所が実施しているサービスの内容が指定事
業所と異なっており、同等のサービスを充分に提供できる状態にない。

（１）病院、診療所等が自立訓練（機能訓練）を開始しやすくするための環境づくり（視点１、２、４、５、６）
病院、診療所等が自立訓練（機能訓練）に参入しにくい要因について明らかにし、参入を促進して頂きたい。

（２）基準該当事業所、共生型事業所のサービスの質や内容の統一（視点１、２、４、５、６）
基準該当事業所、共生型事業所に対して、指定事業所が技術的支援を行い連携していけるようするための環境整
備や、SIMの研修の受講等、質や内容の統一が図れるようにしていただきたい。
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自立訓練事業が必要な利用者に活用されるための体制整備について
１．自立訓練が果たしている役割と現状
機能訓練の利用者の多くは身体障害者で脳血管疾患などの中途障害による人たちである。 また、その中には多くの
高次脳機能障害者が含まれている。 生活訓練の利用者は精神障害者が７割で、統合失調症が多く発達障害も次いで
多い（※１）。 訓練・支援の内容は、機能訓練、生活訓練共通にＡＤＬ・ＩＡＤＬ訓練や社会生活力向上訓練が重視されて
いる。また、一般就労に向けた職業訓練も一定行われている（※２）。帰結状況では、生活場所が機能訓練で入院から家
庭・単身生活につながったケースや、日中活動が機能訓練、生活訓練で何らかの参加のある日中活動につながった
ケース、また一般就労や福祉的就労につながったケースが多く見られた（※３）。
これらの実態と法令を踏まえ、平成３０年度障害者総合福祉推進事業「自立訓練（機能訓練、生活訓練）の実態把握
に関する調査研究」報告書では、自立訓練の役割として「一定期間の訓練等により、利用者が地域において自立した
日常生活や社会生活を営むことができるようにすることである。」としている。また、そこでの「社会生活」とは、「社会へ
の参加のある暮らし」を指し、「社会生活を営むことができるための方法」として社会リハビリテーションの実施が重要で
あるとしている。また、社会生活を営むための手段の一つである就労に対しては、「必要な利用者に対して、指定就労
移行支援事業者等との連携やその前段階での訓練・支援も求められる。」としており、機能訓練については、「身体機
能等の維持・向上のための訓練・支援も必要である。」としている。

２．サービス供給体制の問題
（１）サービス提供事業所の少なさ
他の障害福祉サービスと比べ、自立訓練事業所数が少ない。国保連データによると、機能訓練を実施している事業
所が一月平均１９６か所、生活訓練が１，３８３中で、同じ訓練等給付の就労継続支援Ｂ型１９，４３０か所と比較すると
機能訓練は１／１００程度である。また、就労移行支援２，８０６か所と比較しても僅か１／１４である。費用額において
も、機能訓練は障害福祉サービスの総費用額の僅か０．１％、生活訓練が０．６％となっている（※４） 。
機能訓練を人口１００万人当たりの利用者数を都道府県別で比較してみると、一番多い都道府県が一日当たり４１．
７人、一番少ない都道府県が０人となっており、地域格差が大きいことが分かる 。
自立訓練を必要とする人に大きく地域差があることはあまり考えられないことから、明らかに供給側の問題、自立訓
練を必要とする人にサービスが提供できていない問題である。

令和９年度障害福祉サービス等報酬改定に関する意見等（詳細版）
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令和９年度障害福祉サービス等報酬改定に関する意見等（詳細版）

事業所数
(月平均)

利用者数
(月平均)

費用額
(百万円)

費用額
割合(％)

推移

生活介護 12,931 304,950 908,465 21.7 増加
就労継続B型 18,430 374,626 629,381 15.1 増加
就労継続A型 4,449 86,302 187,513 4.5 増加
自立訓練(生活訓練) 1,373 15,369 26,540 0.7 増加

自立訓練(機能訓練) 196 2,183 2,854 0.1 横ばい
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人口１００万人当たりの自立訓練（機能訓練）の利用者数

令和６年度国保連実績を基にした障害福祉サービス事業所数等比較

「障害福祉サービス等報酬改定検討チーム第55回参考資料１」より抜粋

厚生労働省統計資料（都道府県別の利用状況（令和７年７月））を基にしたグラフ
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自立訓練事業が必要な利用者に活用されるための体制整備について
３．事業所が増えない原因
（１）利用者に応じた個別的、多様な支援・プログラムを提供している(※２－２)。
そのために最低基準を超える職員を配置している。機能訓練は、配置しているサービス提供職員数が利用者定員
から試算した最低基準の1.7倍の加配となっている。実績ベースで試算すると3.7倍の配置となる。生活訓練では、配
置しているサービス提供職員数が利用者定員から試算した最低基準の1.3倍の加配となっている。実績ベースで試算
すると3.0倍の配置となる。また、機能訓練では、配置基準から理学療法士、看護師等の人件費の高い職員の配置が
必要となっている(※５－１) 。

令和９年度障害福祉サービス等報酬改定に関する意見等（詳細版）

※平成３０年度障害者総合福祉推進事業「自立訓練（機能訓練、生活訓練）の実態把握に関する調査研究」報告書より
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自立訓練事業が必要な利用者に活用されるための体制整備について
３．事業所が増えない原因
（２）利用効果を客観的に示す指標がなく支援内容にもばらつきがあるために事業が適切に認知されていない。
指定機能訓練は、多様な訓練が行われていた。指定機能訓練のＡＤＬ・ＩＡＤＬ訓練、社会生活訓練の支援プログラ
ムを見ると、「個別」「集団」共に、多くの事業所が実施しているものと、一部の事業所のみが実施しているものがある
ことが分かる。

令和９年度障害福祉サービス等報酬改定に関する意見等（詳細版）

※平成３０年度障害者総合福祉推進事業「自立訓練（機能訓練、生活訓練）の実態把握に関する調査研究」報告書より
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指定生活訓練のＡＤＬ・ＩＡＤＬ訓練、社会生活訓練でも同様にばらつきがある。

令和９年度障害福祉サービス等報酬改定に関する意見等（詳細版）

※平成３０年度障害者総合福祉推進事業「自立訓練（機能訓練、生活訓練）の実態把握に関する調査研究」報告書より
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買い物等外出訓練(n=80)

コミュニケーション訓練(n=80)

家事訓練（調理以外）(n=64)

身の回り品等管理訓練(n=60)

公共交通機関利用訓練(n=54)

受診訓練(n=50)

銀行・役所等利用訓練(n=50)

ADL訓練(n=47)

ソーシャルスキルトレーニング(n=47)

障害・自己理解学習(n=44)

疾病・健康管理学習(n=43)

生活設計学習(n=43)

PCなどのICT（IT）訓練(n=43)

調理訓練(n=38)

日中活動施設利用実習(n=38)

福祉サービス活用体験(n=34)

制度・社会資源学習(n=33)

屋外移動訓練(n=32)

安全・危機管理学習(n=25)

屋内移動訓練(n=24)

家庭学習(n=19)

模擬生活訓練(n=13)

自動車運転訓練(n=6)

車椅子等操作訓練(n=4)

転倒訓練(n=4)

白杖訓練(n=1)

点字訓練(n=1)

無し(n=52)

【ADL・IADL訓練、社会生活訓練】個別

 N = 199

54.3 
53.8 

51.3 
44.7 

41.7 
39.2 

37.2 
36.2 
35.7 

34.7 
28.6 

25.6 
20.1 

18.6 
18.1 
17.6 

12.1 
11.6 

10.1 
10.1 
9.5 
9.0 

6.5 
5.5 

1.0 
0.5 
0.5 
0.0 
0.0 

18.6 

コミュニケーション訓練(n=108)
調理訓練(n=107)

買い物等外出訓練(n=102)
健康管理指導(n=89)

安全・危機管理学習(n=83)
ソーシャルスキルトレーニング(n=78)

疾病・健康管理学習(n=74)
家事訓練（調理以外）(n=72)
制度・社会資源学習(n=71)
障害・自己理解学習(n=69)

公共交通機関利用訓練(n=57)
身の回り品等管理訓練(n=51)

屋外移動訓練(n=40)
PCなどのICT（IT）訓練(n=37)

ADL訓練(n=36)
生活設計学習(n=35)

日中活動施設利用実習(n=24)
内服薬管理指導・訓練(n=23)

屋内移動訓練(n=20)
福祉サービス活用体験(n=20)
銀行・役所等利用訓練(n=19)

模擬生活訓練(n=18)
家庭学習(n=13)
受診訓練(n=11)
転倒訓練(n=2)

車椅子等操作訓練(n=1)
自動車運転訓練(n=1)

白杖訓練(n=0)
点字訓練(n=0)

無し(n=37)

【ADL・IADL訓練、社会生活訓練】集団

 N = 199
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指定事業所と基準該当事業所では大きく内容が異なる。ＡＤＬ・ＩＡＤＬ訓練、社会生活訓練においては、基準該当機
能訓練では、「個別」は、何らかの訓練を実施している事業所は6割程度で、ＡＤＬ、屋内移動を実施している事業所が
６割、屋外移動は４割で、調理や車いす操作、コミュニケーションが２割程度、健康管理指導や買い物訓練は若干で
あった。「集団」では、何らかの訓練を実施している事業所は４割程度で、ＡＤＬが４割と健康管理や身の回りの管理、
屋外移動が 15%程度で、いずれの場合も学習的な訓練は殆どなされていなかった。

令和９年度障害福祉サービス等報酬改定に関する意見等（詳細版）

※平成３０年度障害者総合福祉推進事業「自立訓練（機能訓練、生活訓練）の実態把握に関する調査研究」報告書より

61.5
61.5

38.5
23.1
23.1
23.1

15.4
15.4
15.4
15.4

7.7

38.5

ADL訓練(n=8)

屋内移動訓練(n=8)

屋外移動訓練(n=5)

調理訓練(n=3)

車椅子等操作訓練(n=3)

コミュニケーション訓練(n=3)

家事訓練（調理以外）(n=2)

身の回り品等管理訓練(n=2)

健康管理指導(n=2)

買い物等外出訓練(n=2)

内服薬管理指導・訓練(n=1)

受診訓練(n=0)

白杖訓練(n=0)

転倒訓練(n=0)

銀行・役所等利用訓練(n=0)

公共交通機関利用訓練(n=0)

自動車運転訓練(n=0)

福祉サービス活用体験(n=0)

制度・社会資源学習(n=0)

障害・自己理解学習(n=0)

疾病・健康管理学習(n=0)

安全・危機管理学習(n=0)

生活設計学習(n=0)

家庭学習(n=0)

模擬生活訓練(n=0)

日中活動施設利用実習(n=0)

点字訓練(n=0)

PCなどのICT（IT）訓練(n=0)

ソーシャルスキルトレーニング(n=0)

無し(n=5)

【ADL・IADL訓練、社会生活訓練】個別
 N = 13

38.5
23.1
23.1

15.4
15.4
15.4

7.7
7.7
7.7
7.7
7.7
7.7

61.5

ADL訓練(n=5)

屋内移動訓練(n=3)

コミュニケーション訓練(n=3)

身の回り品等管理訓練(n=2)

健康管理指導(n=2)

屋外移動訓練(n=2)

調理訓練(n=1)

家事訓練（調理以外）(n=1)

内服薬管理指導・訓練(n=1)

車椅子等操作訓練(n=1)

制度・社会資源学習(n=1)

模擬生活訓練(n=1)

受診訓練(n=0)

白杖訓練(n=0)

転倒訓練(n=0)

買い物等外出訓練(n=0)

銀行・役所等利用訓練(n=0)

公共交通機関利用訓練(n=0)

自動車運転訓練(n=0)

福祉サービス活用体験(n=0)

障害・自己理解学習(n=0)

疾病・健康管理学習(n=0)

安全・危機管理学習(n=0)

生活設計学習(n=0)

家庭学習(n=0)

日中活動施設利用実習(n=0)

点字訓練(n=0)

PCなどのICT（IT）訓練(n=0)

ソーシャルスキルトレーニング(n=0)

無し(n=8)

【ADL・IADL訓練、社会生活訓練】集団
 N = 13
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一般就労に向けた支援は基準該当は僅かしか実施されておらず、その他の支援でも、基準該当では家族支援は僅
かであり、グループホーム利用体験等は全くされていなかった。基準該当事業所は、地域移行支援というより日中の
活動の場の提供に近い支援と思われる。

令和９年度障害福祉サービス等報酬改定に関する意見等（詳細版）

※平成３０年度障害者総合福祉推進事業「自立訓練（機能訓練、生活訓練）の実態把握に関する調査研究」報告書より

【指定機能訓練】 【基準該当機能訓練】

【指定生活訓練】 【基準該当生活訓練】
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自立訓練事業が必要な利用者に活用されるための体制整備について
３．事業所が増えない原因
（３）利用までの手続きに時間がかかっているためスムーズに支援につながっていない。
病院から利用する場合の利用開始時の手続きについて、身体に障害がある場合、身体障害者手帳の交付に時間

を要する等、利用手続きにかなりの時間を要するため、回復期リハビリテーション病棟等からの退院までに利用手続
きが間に合わず、一旦老人保健施設等で待機せざるを得ない場合が見られる。

令和９年度障害福祉サービス等報酬改定に関する意見等（詳細版）

※令和７年度 全国障害者自立訓練事業所協議会会員調査「利用手続き期間～ 発症後、訓練早期実施の障壁となる 各手続きの
実態 ～」報告書より
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自立訓練事業が必要な利用者に活用されるための体制整備について
３．事業所が増えない原因
（４）介護保険サービスを利用できる場合に介護保険サービスが優先されている。
千葉県回復期リハビリテーション連携の会参加病院53施設からの調査では、機能訓練の認知度においては認知度
88％となっている反面、理解度としては名称のみしか知らない施設が33％もある事から、事業認知度の課題が明確と
なった。また、退院後リハや日中活動先の両方を足しても障害福祉サービスにつないだ割合は1％未満となっている。
年齢区分でも対象が9％ある事を含めて、対象者が他のサービスに流れている可能性が考えられる（※６）。

令和９年度障害福祉サービス等報酬改定に関する意見等（詳細版）
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自立訓練事業が必要な利用者に活用されるための体制整備について
３．事業所が増えない原因
（５）自立訓練を行っている事業所の経営状態が悪い。
平成３０年度障害者総合福祉推進事業「自立訓練（機能訓練、生活訓練）の実態把握に関する調査研究」報告書に
よると機能訓練と生活訓練の収支状況は以下の通りであった。機能訓練において特に収支状況が悪かった。

令和９年度障害福祉サービス等報酬改定に関する意見等（詳細版）
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４．対策
（１）ＳＩＭの活用
令和２・３年度厚生労働科学研究により「社会生活の自立度に関する評価指標（SIM）」を開発し、令和６年度障害福
祉サービス等報酬改定において加算の対象となった。

令和９年度障害福祉サービス等報酬改定に関する意見等（詳細版）

ＳＩＭの活用により利用効果を
客観的に示し、支援の質を高め
ばらつきのある支援内容を方向
付けることが期待でき、充分で
はないが報酬上の評価にもつ
ながるため経営面でも役立つと
考えられる。
また、現在、厚生労働科学研
究の中で進めている、SIMと支
援内容との関連性の明確化の
ための研究成果を踏まえ、更な
る研究活動に取り組むことで、
SIMで得られた成果が報酬上の
評価を更に反映し、より支援の
質を高められることを期待でき
る。

15



①現状
令和７年度の厚生労働科学研究による調査結果からは、まだＳＩＭの活用が進んでおらず、その原因としてＳＩＭの認
知が充分でないことが分かった。また、ＳＩＭの実施による加算の取得に必要なリハビリテーション加算、個別計画訓
練支援加算そのものを取っていないことが分かった。生活訓練では、マニュアルの理解が難しい、評価に手間・労力
がかかる、評価できる職員体制の確保に苦労することも一定程度原因として挙げられた。
【ＳＩＭの実施状況】
（機能訓練） （生活訓練）

【ＳＩＭの導入予定】
（機能訓練） （生活訓練）

【ＳＩＭを導入しない理由】
（機能訓練） （生活訓練）

令和９年度障害福祉サービス等報酬改定に関する意見等（詳細版）

件数

SIMの実施していない件数 147

これから導入する予定である 26

件数 ％

ＳＩＭの存在をよく知らない 20 16.5%

マニュアルの理解が難しい 20 16.5%

評価に手間・労力がかかる 20 16.5%

評価できる職員体制の確保に苦労する 29 24.0%

評価に充分な設備・環境がない 13 10.7%

評価しても支援効果が出ない 3 2.5%

利用者や家族の協力が得られにくい 0 0.0%

導入のメリットを感じない 8 6.6%

周囲の事業所が行っていない 8 6.6%

個別計画訓練支援加算そのものを取っていない 30 24.8%

その他 11 9.1%

回答数 121

件数 ％

SIMの実施している件数 21 32.3%

件数

SIMの実施していない件数 30

これから導入する予定である 6

件数 ％

ＳＩＭの存在をよく知らない 8 33.3%

マニュアルの理解が難しい 1 4.2%

評価に手間・労力がかかる 2 8.3%

評価できる職員体制の確保に苦労する 3 12.5%

評価に充分な設備・環境がない 2 8.3%

評価しても支援効果が出ない 1 4.2%

利用者や家族の協力が得られにくい 1 4.2%

導入のメリットを感じない 2 8.3%

周囲の事業所が行っていない 0 0.0%

リハビリテーション加算そのものを取っていない 7 29.2%

その他 3 12.5%

回答数 24
16



➁提言
１．ＳＩＭの普及、活用促進
対策の一つとして、 「社会生活の自立度に関する評価指標（SIM）」を開発し、令和６年度障害福祉サービス等報酬

改定において加算の対象となった。ＳＩＭの活用により利用効果を客観的に示し、支援の質を高め内容を方向付けるこ
とが期待でき、報酬上の評価にもつながるため経営面でも役立つ。しかし、まだＳＩＭの認知が充分でなく活用が進んで
いないため、SIMの普及、活用促進のために以下のことを提案したい。

（１）研修体系の整備と着実な研修履行の推進
ＳＩＭの開発に伴い、令和６年度には、当会が中心となり、関東地区、中部地区、近畿地区、中国・四国地区で、ＳＩ
Ｍの普及と正しい活用を進めることを目的に導入研修を行った（74施設141名）。また、希望する事業所や事業所グ
ループに対して講師を派遣し研修を行った（２施設、１グループ）、令和７年度には、当会主催にて、自立訓練事業
所に広く呼びかけ主催研修を実施した（44施設85名）。更に、令和７年度厚生労働科学研究「障害者に自立訓練を
より効果的に提供するための研究」 により研究中の研修プログラムの一部の模擬研修を実施した（11施設・26名）。
令和８年度には、同研究により考案した研修プログラムの試行研修を、全国２か所で実施する予定である。
それらの取り組みと、厚生労働科学研究における令和７年度の調査結果から、研修を実施することによる効果や
意義が確認でき、ＳＩＭ導入のためのカリキュラム案も作成した（※７） 。併せて、ＳＩＭマニュアルをわかりやすく更新
すること、テキスト作成の有用性も確認できたため、作成中である。
これらを踏まえ作成されたＳＩＭ研修プログラム等を反映し、加算取得に研修の受講を義務付けるなどし自立訓練
を実施する職員が広くＳＩＭを認知し、理解し適切な活用ができるよう進めて頂きたい。

令和９年度障害福祉サービス等報酬改定に関する意見等（詳細版）
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（２）加算におけるSIMの位置づけ
ＳＩＭの加算取得の前提となっているリハビリテーション加算Ⅱ、個別計画訓練支援加算Ⅱの取得率が低く、特に
生活訓練においては、個別計画訓練支援加算Ⅱの取得率が８．３％と低調である。また、リハビリテーション加算Ⅰ
とリハビリテーション加算Ⅱの合計が５３．７％に対し、個別計画訓練支援加算Ⅰと個別計画訓練支援加算Ⅱの合
計でも２４．９％と極めて低い。ＳＩＭの加算取得の前提となっているリハビリテーション加算Ⅱ、個別計画訓練支援
加算Ⅱの取得率の悪さから、SIMを実施しても加算に反映されないことがＳＩＭの活用促進につながりにくい原因と
なっていると思われる。リハビリテーション加算Ⅱ、個別計画訓練支援加算Ⅱを取らなくともＳＩＭ加算２８単位が取
得できるようにするなど、ＳＩＭの実施が加算に反映されやすい仕組みを検討頂きたい。

【ＳＩＭ関係加算取得状況】
（機能訓練）

（生活訓練）

令和９年度障害福祉サービス等報酬改定に関する意見等（詳細版）

「障害福祉サービス等報酬改定検討チーム第55回参考資料１」より抜粋
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（３）SIMをより効果的に活用するための更なる研究の実施
現在、厚生労働科学研究の中で、SIMで効果の上がった項目に対する支援プログラムや支援方法、人員体制や
実施環境について研究中である。今後、その研究成果を活かし、人員体制を整えSIMで効果が得られた場合に報
酬上の成果に反映できる仕組みを作り研究する機会を設け、自立訓練の質の向上と経営の安定が図れるようにし
て頂きたい。

２．病院から機能訓練を利用する場合の手続きの簡略化
 （１）手帳要件の緩和

身体障害がある場合に身体障害者手帳の取得が自立訓練の利用要件となっている現状があるが、暫定利用期
間中に要件を満たせば「手帳該当」と みなし利用できる等の方策を検討頂きたい。

３．自立訓練に参入しやすい環境設定
（１）病院、診療所等が自立訓練（機能訓練）を開始しやすくするための環境づくり
病院、診療所が自立訓練（機能訓練）に参入しにくい要因について明らかにし、参入を促進して頂きたい。

 （２）基準該当事業所、共生型事業所のサービスの質や内容の統一
病院、診療所等も含む基準該当事業所、共生型事業所に対して、指定事業所が技術的支援を行い連携していけ
るようするための環境整備や、SIMの研修の受講等、質や内容の統一が図れるようにしていただきたい。

令和９年度障害福祉サービス等報酬改定に関する意見等（詳細版）
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令和９年度障害福祉サービス等報酬改定に関する意見等（詳細版）

５．視点に対して（まとめ）

【視点１】持続可能な制度としていくための課題及び対処方策

自立訓練は、就労継続Ｂ型や生活介護等と違い、一定期間の中で障害者が次のステップに進むための橋渡しをする
役割のサービスである。障害福祉サービスで同様の役割があるのは、一般就労に橋渡しをする就労移行支援のみであ
る。自立訓練が充分に機能すると、障害者の自立度が高まり障害支援区分も下がる。社会生活力が高まることで、生活
の幅が広がり、障害福祉サービスや介護保険サービスばかりを利用しなくて済むようになる。少なくとも毎日就労継続Ｂ
型に通っていた人でも、週に何日は自分の趣味活動や市民活動に参加できるようになる。自立訓練を利用し就労につな
がるケースや、体力や社会生活力が高まり就労移行支援につながったケースの多くは、生産活動に参加し納税者にな
る。入所利用の場合は、自立度の高まりにより入所施設の利用ではなく家庭復帰や単身生活ができるようになる。

就労継続Ｂ型や生活介護、グループホーム等の事業所の急拡大、このところの不適切な事業を行う事業所の増加等
をみると、障害のある人を障害福祉サービスのみで支えるばかりでは、障害福祉予算は膨らむばかりで適切な支援は
届かず、障害者の自立と社会参加が進んでいっていないように感じる。

そういうことから、自立訓練の果たすべく役割は大きいものの、自立訓練のサービス提供事業所が少なく、機能訓練が
極端に少なく地域格差も大きい中で、自立訓練が全国に広がり必要な人にサービスを等しく提供できるようにしていくこ
とが大切である。

そのため、まずは、新たに加算の対象となったＳＩＭの普及と活用促進が図られることが必要である。具体的には、以下
のとおりである（「概要」の項目の再掲）
（１）研修体系の整備と着実な研修履行の促進

（２）加算におけるSIMの位置づけ

（３）SIMをより効果的に活用するための更なる研究の実施

（４）手帳要件の緩和

（５）病院、診療所が自立訓練（機能訓練）を開始しやすくするための環境づくり

（６）高齢者施設が提供する基準該当事業所、共生型事業所のサービスの質や内容の統一 20



令和９年度障害福祉サービス等報酬改定に関する意見等（詳細版）

【視点２】人材の確保・育成・専門性向上及び業務の負担軽減・効率化に向けた課題及び対処方策

ＳＩＭが広く活用されることで、自立訓練の職員のスキルの向上が図られ事業所全体の支援力も高められる。ＳＩＭを実
施すると、これまで支援の成果を客観的に確認することができなかったものを客観に評価でき、支援のモニタリングに役
立つ。また、実施してきた支援の再確認ができることで、職員の自信や目標意識につながる。そのことで事業所全体の
支援質の向上が図られ、効果を外部に発信することができるようになる。

そのためには、まずは先に示したＳＩＭを普及していくための各方策の実施が有効と考える（「視点に対して（まとめ）」の
前述の視点１の（１）～（６））。特に「（１）研修体系の整備と着実な研修履行の促進」については、直接的に職員の専門
性の向上に寄与する。また、ＳＩＭを実施しいていない事業所の理由として、「マニュアルの理解が難しい」ことが挙げら
れていることから、（１）が業務負担の軽減に役立つ。

また、「（４）手帳要件の緩和」は病院から機能訓練を利用する場合の、利用元病院、相談支援事業所、受け入れ事業
所の利用手続きの煩雑さを解消でき、業務の効率化につながる。

「（５）病院、診療所が自立訓練（機能訓練）を開始しやすくするための環境づくり」「（６）高齢者施設が提供する基準該
当事業所、共生型事業所のサービスの質や内容の統一」は、指定施設等からの技術的指導やＳＩＭ研修の受講とＳＩＭ
の実施により、指定自立訓練の支援内容と乖離している共生型及び基準該当自立訓練事業所や新たに参入する病院
による共生型及び基準該当事業所のスキルづくりの機会となる。

【視点３】令和６年度報酬改定及び令和８年度報酬改定後における経営の状況、賃上げや物価等への対応状況

今回、実施した会員へのサンプリング調査の結果からは、福祉・介護職員等処遇改善加算の算定率について、自立
訓練（機能訓練）では、令和７年度が加算Ⅰが４０％、算定していないが３０％、令和８年度が加算Ⅰイが２０％、加算Ⅰ
ロが２０％、算定していないが３０％となっており、自立訓練（生活訓練）では、令和７年度が加算Ⅰが６６．７％、算定して
いないが１６．７％、令和８年度が加算Ⅰイが５０％、加算Ⅰロが１６．７％、となっており、処遇改善加算を算定していな
い所が一定あった。

その他の賃上げ、物価高騰対策については、機能訓練では７０％、生活訓練では６６．７％が、ベア手当や補助金の申
請、欠員の職員給与からの補填、必要な備品購入の見送り等の自助努力をしていた。

経営的では、生活訓練で大きく赤字となっており、民間企業の賃上げ率や物価高騰のスピードには追い付いつかず、
経営状態は苦しいとの声もあった。
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令和９年度障害福祉サービス等報酬改定に関する意見等（詳細版）

【視点４】各地域において、利用者が個々のニーズに応じたサービスの提供を受けられるようにするための、過不足のな
いサービス提供体制の確保に向けた課題及び対処方策（ 質の高い人材を確保の工夫含む）
前述したように、自立訓練の利用により障害者の自立度が高まり社会生活力が高まることで、生活の幅が広がる。

しかし、自立訓練のサービス提供事業所が少なく、機能訓練が極端に少なく地域格差も大きいため、サービスの利用
を必要とする人に等しく支援が届いていない。そのため、先に示したＳＩＭを普及していくための各方策の実施が必要と
考える（「視点に対して（まとめ）」の前述の視点１の（１）～（６））。

【視点５】より質の高いサービスを提供していく上での課題及び対処方策・評価方法。特に、多様な主体の参入に伴い、
サービス・支援の内容・質にバラつきが見られることへの対処方策

ＳＩＭの開発の目的が、視点５の観点と合致する。ＳＩＭは、自立訓練の評価方法を確立し、サービス・支援の内容・質
の統一を図ることを目的に開発された。しかし、その普及、活用が充分でない。その対策を、先に示したＳＩＭを普及して
いくための各方策の実施が必要と考える（「視点に対して（まとめ）」の前期の視点１の（１）（２）（３）（５）（６））。

【視点６】地域生活の支援や重度化・高齢化への対応、他制度との連携強化その他各分野における様々な課題への対
応方策

前述の通り、自立訓練は、より良い地域生活ができるよう支援するためのサービスあることから、自立訓練の発展が
「地域生活の支援」の方策の一部となる。

自立訓練の利用が有効な利用者が、病院からスムーズに支援がつながらず介護保険に流れていってしまうといったこ
とについては、自立訓練そのものの理解が充分に得られていないことも原因である。また、認知のある病院等からも、自
立訓練につなぎたくとも地域に自立訓練が存在しないという問題がある。

それらのことから、先に示したＳＩＭを普及していくための各方策の実施が必要と考える（「視点に対して（まとめ）」の視
点１の（１）～（６））。
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（参考資料）
※１－１:障害福祉サービス等報酬改定検討チーム第55回参考資料１「自立訓練（機能訓練）の現状（利用者の状況（障害の種類別）」
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（参考資料）
※１－１:障害福祉サービス等報酬改定検討チーム第55回参考資料１「自立訓練（機能訓練）の現状（利用者の状況（障害の種類別）」
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障害支援区分別利用者数（平成30年9月1日時点）

区分なし 非該当 区分１ 区分２ 区分３ 区分４ 区分５ 区分６

※１－２：平成３０年度障害者総合福祉推進事業「自立訓練（機能訓練、生活訓練）の実態把握に関する調査研究」報告書より

（参考資料）
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（参考資料）
※１－３：平成３０年度障害者総合福祉推進事業「自立訓練（機能訓練、生活訓練）の実態把握に関する調査研究」報告書より
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（参考資料）
※２－１：平成３０年度障害者総合福祉推進事業「自立訓練（機能訓練、生活訓練）の実態把握に関する調査研究」報告書より
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（参考資料）
※２－２：令和７年度厚生労働科学研究報告書「障害者に自立訓練をより効果的に提供するための研究」より

実施している項目 実施方法（％）

支援カテゴリー 実施事業所数 個別相談 個別訓練 集団訓練 学習会/SST 生活場面支援 自主トレ 体験実習 ピアサポート

1 心身機能維持・向上 136 58.8 63.2 75.0 21.3 27.9 33.1 7.4 5.9

2 日常生活力向上 154 48.7 73.4 51.9 18.8 39.0 26.6 7.8 3.9

3 心理的安定（カウンセリング等） 169 87.6 27.2 21.3 13.0 18.9 4.7 3.0 5.9

4 屋内移動 77 42.9 81.8 48.1 5.2 31.2 44.2 3.9 3.9

5 屋外移動 116 35.3 71.6 50.9 10.3 28.4 30.2 5.2 1.7

6 体力維持・向上 199 24.6 44.2 82.9 6.0 14.6 25.6 7.0 3.0

7 受診 127 69.3 52.8 15.7 4.7 24.4 3.9 0.8 2.4

8 服薬管理 143 66.4 54.5 16.1 4.2 32.2 9.8 2.8 2.1

9 食生活・栄養管理 139 56.1 51.8 44.6 23.0 27.3 8.6 4.3 2.9

10 健康管理 182 59.9 49.5 46.2 20.3 26.4 6.0 2.2 4.9

11 金銭管理 168 54.2 64.9 38.1 15.5 28.0 10.1 4.2 1.8

12 持ち物、家財等の管理 122 54.9 56.6 35.2 15.6 39.3 6.6 1.6 2.5

13 トラブルや非常時の対応力訓練・支援 152 52.6 34.9 65.1 26.3 20.4 3.9 3.9 3.3

14 買物訓練・支援 161 42.9 68.9 56.5 9.9 27.3 6.8 3.7 2.5

15 掃除、ゴミ出し、洗濯訓練・支援 168 37.5 58.3 57.1 11.9 35.1 9.5 5.4 2.4

16 その他の家事訓練・支援 117 48.7 62.4 45.3 11.1 39.3 12.8 6.0 3.4

17 調理訓練・支援 156 37.8 63.5 78.2 7.7 20.5 10.3 4.5 5.1

18 生活のセルフマネジメント力向上 83 50.6 73.5 43.4 13.3 30.1 10.8 7.2 6.0

19 公共交通機関利用 142 42.3 77.5 54.9 12.7 21.8 12.0 7.0 2.1

20 自動車運転 36 58.3 66.7 16.7 11.1 11.1 11.1 5.6 5.6

21 障がい、自己理解向上 164 61.6 53.7 59.8 35.4 18.9 4.3 6.1 9.1

22 人間関係作り 169 59.8 39.6 70.4 34.9 20.7 5.9 4.1 4.7

23 コミュニケーションツール活用 154 54.5 63.6 43.5 20.8 26.6 5.8 1.9 2.6

24 技能習得や学習、耐久性向上 166 38.0 66.9 58.4 5.4 12.7 13.3 7.8 3.0

25 ビジネス（就学）マナー、ルール獲得 177 44.6 56.5 68.9 27.1 19.2 6.8 6.2 4.0

26 趣味活動、スポーツ活動 161 41.6 40.4 73.3 6.2 16.1 11.2 5.6 3.7

27 地域での余暇活動づくり 97 54.6 37.1 62.9 7.2 22.7 10.3 7.2 8.2

28 日中活動の場づくり 120 63.3 51.7 44.2 10.0 16.7 10.0 23.3 4.2

29 地域での日中活動の定着 68 69.1 50.0 47.1 7.4 16.2 14.7 16.2 5.9

30 制度・サービスの理解 144 62.5 37.5 41.0 25.7 22.2 5.6 3.5 2.8

31 制度・サービスの活用 151 71.5 57.6 23.8 7.3 24.5 4.6 5.3 2.0

【自立訓練で実施しているプログラムカテゴリー】
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（参考資料）
※３－１：平成３０年度障害者総合福祉推進事業「自立訓練（機能訓練、生活訓練）の実態把握に関する調査研究」報告書より

居場所（機能訓練）

居場所（生活訓練）
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（参考資料）
※３－２：平成３０年度障害者総合福祉推進事業「自立訓練（機能訓練、生活訓練）の実態把握に関する調査研究」報告書より

日中活動（機能訓練）

日中活動（生活訓練）
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（参考資料）
※４：障害福祉サービス等報酬改定検討チーム第55回参考資料４「障害福祉サービス等におけるサービス種類別にみた総費用額及び構成

割合」
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（参考資料）
※５－１：障害福祉サービス等報酬改定検討チーム第54回資料１「給与の状況（全体）の経営主体別について」
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（参考資料）
※６－１：千葉リハビリテーションセンター「千葉県回復期病院を対象とした福祉サービス（機能訓練事業）認知度アンケートの報告」より

調査の概要
調査対象：千葉県回復期リハビリテーション連携の会参加病院55施設中53施設（県外病院及び千葉リハセンターは対象外とする）に

アンケート送付し調査
各病院のＭＳＷもしくは地域移行支援担当者へ回答を依頼

回答率 ：34施設（53施設中）から回答 回収率63％

●認知度の実態
  機能訓練の認知度においては認知度88％となっている反面、理解度としては名称のみしか知らない施設が33％もある事から、
  事業認知度の課題が明確となった。また、退院後リハや日中活動先の両方を足しても障害福祉サービスにつないだ割合は1％未満
  となっている。年齢区分でも対象が9％ある事を含めて、対象者が他のサービスに流れている可能性が考えられる。
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（参考資料）
※６－２：回復期リハビリテーションセンター病棟協会データ

（令和3 年度厚生労働科学研究費補助金（障害者政策総合研究事業）分担研究報告書「回復期リハビリテーション病院の生活期支援
に関する実態調査に関する検討」より）

【機能訓練利用対象となり得る患者数の類推】
（回復期リハ病院入院患者のうち、 65 歳未満のFIM から機能訓練利用対象の可能性がある患者の割合）

 以上から、回復期リハ病床数に対して、65歳未満の脳血管疾患者数は約16％、機能訓練の利用対象者は病床数の約8％～約
10％ と推計した。
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（参考資料）
※７：令和７年度厚生労働科学研究報告書「障害者に自立訓練をより効果的に提供するための研究」より

１日目 １３：００～１７：３０ ４時間３０分

セッション 形式 表題 内容 所要時間

13:00 オリエンテーション ・研修について １５分
13:15

1 講義
自立訓練の現状と課題・求められている役
割

・厚労省調査研究事業から見えたもの
・機能訓練の役割について（概念図）
・SIMの導入に至る経緯とSIMに期待するもの

５０分

14:05

2
講義
・
演習

自立訓練の基礎となるもの（１）
基本的視点

・ＩＣＦの考え方について
・活用のために（ＧＷ）

９０分

15:35
休憩

15:50

3 講義 自立訓練の基礎となるもの（２）
・社会リハビリテーションの理解と実際
・自立訓練に求められる職業前訓練について
・自立訓練のプログラム内容について

５０分

16:40

4
実践
報告

自立訓練の基礎となるもの（３） ・自立訓練の取り組みの好事例紹介（２事例） ４５分

17:25
事務連絡

17:30

【ＳＩＭ研修案】
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（参考資料）
※７：令和７年度厚生労働科学研究報告書「障害者に自立訓練をより効果的に提供するための研究」より

２日目 ９：００～１３：１５ ４時間１５分

セッショ
ン

形式 表題 内容
所要時
間

9:00

5 講義 ＳＩＭの理解（１） ・ＳＩＭの基礎の理解（目的、仕組み、手順）
・ＳＩＭを実施するために
（評価環境、評価方法の統一、ルールの作成等）
※動画視聴を前提とした説明

３０分

6 講義 ＳＩＭの理解（２）

9:30

7
実践
報告

ＳＩＭの理解（３） ・ＳＩＭ実施の好事例紹介 ３０分

10:00

8 演習 ＳＩＭの理解（４）
・実施に必要なこと
（チェックシートを基にディスカッション）

６０分

11:00
休憩

11:15

9 講義 ＳＩＭの活用（１）
・公表と評価結果の利用
・支援・プログラムへの反映
・他事業所との情報共有、スキルの向上

３０分

11:45

10
実践
報告

ＳＩＭの活用（２） ・ＳＩＭ活用の好事例紹介 ３０分

16:15

11 演習 研修の振り返り
・グループに分かれて、研修で得たこと、各事業
所で今後取り組み多いこと等の意見交換

４５分

13:00

12 講義 総括
・グループで話し合ったことの発表
・まとめ

１５分

13:15 36
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